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Ⅸ ：降灰予想図（本冊 ）

（出典 富士山火山広域防災対策基本方針より）
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Ⅸ ：東京消防庁災害時支援ボランティアの概要（本冊 ）

機 関 名 要 件 活 動 内 容

東京消防庁

原則、東京消防庁管轄区域内に

居住する者又は東京消防庁管轄区

域に勤務若しくは通学する者であ

り、かつ震災時等において東京消

防庁の支援を行う意志がある

歳 中学生を除く。 以上の者で次

のいずれかの要件を満たす者

１ 応急救護に関する知識を有す

る者

２ 過去に消防団員、消防少年団

として１年以上の経験を有する

者

３ 元東京消防庁職員

４ 震災時等、復旧活動時の支援

に必要となる資格、技術等を有

する者

１ 災害時

災害には、東京消防庁管内の消防署に参

集し、チームを編成後、消防職員の指導と助

言により、消防署内での後方支援や、応急救

護活動などを実施。

２ 平常時

消防署が都民に対して行う防火防災訓

練、応急救護訓練、広報活動等の支援を実施。

チームリーダー以上を目指す人に対して

は、「リーダー講習」、「コーディネーター講

習」を実施。
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Ⅸ ：不燃化推進特定整備地区（本冊 ）
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Ⅸ ：防災区画図（本冊 ）
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Ⅸ ：社会公共施設現況（本冊 ）
令和７年１月１日現在 

  施設名称 施設数 棟数 
新耐震 

適用施設 

構造別 

耐火構造 非耐火構造 木造 

① 災害応急対策拠点施設  10  5  4  5   

  庁舎 1 1 1 1   

  出張所 5      

  土木事務所 1 1  1   

  清掃事務所 3 3 3 3   

 
保健所（すみだ保健子育て総合
センター） 

１ １ １ １   

② 教育施設  43  82   32  82   

  小学校 25 53   17  53   

  中学校 10 24  12  24   

  旧学校  2  2  1  2   

 幼稚園 6 3 2 3   

③ 二次避難所予定施設 6  3  3  3   

  特別養護老人ホーム 3  3  3  3   

  高齢者在宅サービスセンター 3      

④ 要配慮者施設  55 31  19  31   

  保育園  28 12  7  12   

  児童館  12 10 4 10   

  母子生活支援施設 1 1 1 1   

  福祉施設  7 3 2 3   

  障害者支援施設 3  3  3  3    

  子育て相談センター  3  1  1  1   

 ボランティアセンター 1 1 1 1   

⑤ 住宅施設  30  20  19  20   

 区民住宅 13 4 3 4   

 コミュニティ住宅 17 16 16 16   

⑥  体育施設  9  8  7  8   

⑦ 地域施設  23  13  12  13   

  図書館  4   1  1  1   

  地域プラザ  2  3  3  3   

  地域産業施設  17  9  8  9   

⑧ その他施設 42 23 22 22   1 
 職員住宅 1  1 1 1   

 集会所 26  10 9 10   

 コミュニティ会館 3  2 2 2   

 地域会館 2  1 1 1   

 リサイクルセンター 2  1 1 1   

 地域防災施設 2  2 2 1  1 
 その他 6  6 6 6   
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Ⅸ ：指定文化財所在地（本冊 ）

１．国指定文化財 令和６年７月１日現在

指 定 種 別 名 称 所 在 地

重要文化財（工芸品 萌葱地葵紋付小紋染胴服１領 附今村家覚書 １巻 横網 江戸東京博物館

（令和 年度から令和 年度まで

大規模改修工事のため、休館）

※改修工事中の所在地は

埼玉県川口市領家 ）

重要文化財（工芸品 蔓梅擬目白蒔絵盆軸

重要文化財（歴史資料） 阿蘭陀風説書

重要文化財（歴史資料） 旧江戸城写真ガラス原板 枚

重要文化財（歴史資料） 壬申検査関係ステレオ写真ガラス原板 点

重要文化財（歴史資料 エレキテル〈平賀家伝来〉

押上 郵政博物館重要文化財（歴史資料 エンボッシング・モールス電信機〈ペリー将来／米国製＞

重要文化財（歴史資料 ブレゲ指字電信機

重要文化財（工芸品 太刀〈額銘吉房〉

横網 刀剣博物館

重要文化財（工芸品 太刀〈無銘福岡一文字〉附糸巻太刀拵

国宝（工芸品 太刀〈銘延吉〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘兼永〉

国宝（工芸品 太刀〈銘国行〉

国宝（工芸品 太刀〈銘国行〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘信房作〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘正恒〉 附黒漆太刀拵

重要文化財（工芸品 太刀〈銘備前国住人雲次／正和二二年十月日〉

重要文化財（工芸品 短刀〈無銘（伝貞宗）〉

重要文化財（工芸品
短刀〈銘宇都宮大明神相模国住人廣光／八幡大菩薩、文和

五年卯月日

重要文化財（工芸品 短刀〈銘兼氏〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘光包（名物乱光包）〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘清綱〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘来国光（名物池田来国光）〉

重要文化財（工芸品 刀〈銘長曽禰興里入道乕徹〉

重要文化財（工芸品 刀〈銘津田越前守助広／延寶七年二月日〉

名勝及び史跡 向島百花園 東向島

２．国登録有形文化財 令和６年７月１日現在

登 録 種 別 名 称 所 在 地

登録有形文化財（建造物） 照田家住宅主屋 緑

登録有形文化財（建造物） 割烹美家古向島本店店舗 向島

登録有形文化財（建造物） 墨田区立言問小学校校舎 向島

登録有形文化財（建造物） 墨田区立言問小学校講堂 向島
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Ⅸ ：指定文化財所在地（本冊 ）
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重要文化財（歴史資料 エレキテル〈平賀家伝来〉
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重要文化財（歴史資料 ブレゲ指字電信機

重要文化財（工芸品 太刀〈額銘吉房〉

横網 刀剣博物館

重要文化財（工芸品 太刀〈無銘福岡一文字〉附糸巻太刀拵

国宝（工芸品 太刀〈銘延吉〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘兼永〉

国宝（工芸品 太刀〈銘国行〉

国宝（工芸品 太刀〈銘国行〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘信房作〉

重要文化財（工芸品 太刀〈銘正恒〉 附黒漆太刀拵

重要文化財（工芸品 太刀〈銘備前国住人雲次／正和二二年十月日〉

重要文化財（工芸品 短刀〈無銘（伝貞宗）〉

重要文化財（工芸品
短刀〈銘宇都宮大明神相模国住人廣光／八幡大菩薩、文和

五年卯月日

重要文化財（工芸品 短刀〈銘兼氏〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘光包（名物乱光包）〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘清綱〉

重要文化財（工芸品 短刀〈銘来国光（名物池田来国光）〉

重要文化財（工芸品 刀〈銘長曽禰興里入道乕徹〉
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３．東京都指定文化財 令和６年７月１日現在

指 定 種 別 名 称 所 在 地

有形文化財（絵画） 絹本着色五百羅漢図 兆溪元明筆
向島 弘福寺

（すみだ郷土文化資料館寄託）

有形文化財（彫刻） 銅造阿弥陀如来坐像
両国 回向院

有形文化財（歴史資料） 石造明暦大火横死者等供養塔

有形民俗文化財 瓦製造用具 点 附製造瓦６点 横網 江戸東京博物館

旧跡 加藤千蔭墓

両国 回向院旧跡 磐瀬京伝墓

旧跡 磐瀬京山墓

旧跡 赤穂浪士元禄義挙の跡 両国 本所松坂町公園

旧跡 中野撝謙墓
千歳 要津寺

旧跡 島男也墓

旧跡 杉山和一墓 立川 弥勒寺

旧跡 朝川善庵墓 向島 常泉寺

旧跡 梅若塚 堤通 梅若公園

名勝 旧安田庭園 横網

４．区指定文化財 令和６年７月１日現在

指 定 種 別 名 称 所 在 地

有形文化財 建造物 旧小山家住宅 立花 立花大正民家園内

有形文化財 建造物 多聞寺山門 墨田 多聞寺

有形文化財 建造物 弘福寺本堂（大雄寶殿） 向島 弘福寺

有形文化財 絵画・典籍 紙本着色梅若権現御縁起 堤通 木母寺

有形文化財 絵画 絹本着色水野忠啓像 椿椿山筆 楢崎宗重コレクション

亀沢 すみだ北斎美術館

有形文化財 絵画 麻布油絵三宅康直像 高橋由一筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 絹本着色佐久間象山蟄居図 川上冬崖筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 紙本淡彩山水図 高芙蓉筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 紙本着色花卉図 深江蘆舟筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 絹本着色峠茶屋図 蹄斎北馬筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 紙本着色母子犬図 長沢蘆雪筆 楢崎宗重コレクション

有形文化財 絵画 紙本着色耶馬渓真景図巻 森寛斎筆（楢崎宗重コレクション）

有形文化財 絵画
木版画 冨嶽三十六景 武州玉川 葛飾北斎筆

錦絵大判 （ピーター・モースコレクション）

有形文化財 絵画
木版画 牡丹に胡蝶 葛飾北斎筆 錦絵大判

（ピーター・モースコレクション）

有形文化財 絵画
木版画 寺島法泉寺詣 葛飾北斎筆

（ピーター・モースコレクション）

有形文化財 絵画
木版画 伊勢屋利兵衛板 新板浮絵江戸名所

葛飾北斎筆 （ピーター・モースコレクション）
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指 定 種 別 名 称 所 在 地

有形文化財 絵画
狂歌絵本（版本）初若菜 樵歌亭笛成序

葛飾北斎挿絵（ピーター・モースコレクション）
亀沢 すみだ北斎美術館

有形文化財 絵画
狂歌絵本（版本）さむたらかすみ 千穐庵三陀羅法師撰

葛飾北斎挿絵（ピーター・モースコレクション）

有形文化財 彫刻 弘福寺の木造鐵牛禅師倚像 附蓮華形木板貼付銅鋳三十五尊 向島 弘福寺

有形文化財 歴史資料 一勇斎歌川先生墓表（歌川国芳顕彰碑） 向島 三囲神社

有形文化財 歴史資料 石造墨堤永代常夜燈 向島 （隅田公園内）

天然記念物 飛木稲荷神社のイチョウ 押上 飛木稲荷神社
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葛飾北斎挿絵（ピーター・モースコレクション）

有形文化財 彫刻 弘福寺の木造鐵牛禅師倚像 附蓮華形木板貼付銅鋳三十五尊 向島 弘福寺

有形文化財 歴史資料 一勇斎歌川先生墓表（歌川国芳顕彰碑） 向島 三囲神社

有形文化財 歴史資料 石造墨堤永代常夜燈 向島 （隅田公園内）

天然記念物 飛木稲荷神社のイチョウ 押上 飛木稲荷神社
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Ⅸ ：地震に関する地域危険度測定調査結果（第９回）（本冊 ）
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Ⅸ ：道路管理者別状況（本冊 ）

（令和６年４月１日現在）

国 道 都 道 区 道 区 有 通 路 計

延長

ｍ
面積㎡ 延長ｍ 面積㎡ 延長ｍ 面積㎡

延長

ｍ

面積

㎡
延長ｍ 面積㎡

（ ）内は首都高速道路の数値
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Ⅸ ：道路管理者別状況（本冊 ）

（令和６年４月１日現在）

国 道 都 道 区 道 区 有 通 路 計

延長

ｍ
面積㎡ 延長ｍ 面積㎡ 延長ｍ 面積㎡

延長

ｍ

面積

㎡
延長ｍ 面積㎡

（ ）内は首都高速道路の数値
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Ⅸ ：区内橋梁延長・面積（本冊 ）

（令和６年１月１日現在）

区
分

計 国管理 都管理 区管理

数
橋 長

ｍ

面 積

㎡
数

橋 長

ｍ

面 積

㎡
数

橋 長

ｍ

面 積

㎡
数

橋 長

ｍ

面 積

㎡

南
部
地
区

４

北
部
地
区

２ ８ ３

計 ６
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Ⅸ ：区内橋梁現況表（本冊 ）

（令和６年１月１日現在）

番号 橋 名 路線名 位 置 橋 長
有 効

幅 員
橋 面 積 橋種型式 架 設 年 次 現 況 河川別

１ 一 之 墨
千歳１－３

両国２－１
３－ 昭

竪 川

２ 塩 原 墨江
千歳１－９
両国３－１

３－ 昭 ３

３ 千 歳 墨
千歳２－
両国４－１

１－ 昭

４ 西 竪 川 墨
立川１－
緑２－１

３－ 昭４

５ 竪 川 墨
立川２－
緑２－２

３－ 昭 ３ 荷重制限 ｔ

６ 新 竪 川 墨
立川２－
緑３－１

３－ 昭４

７ 菊 花 墨
立川４－
緑４－２

４－ 昭 ３

８ 新 辻󠄀󠄀 墨
江東橋５－
江東橋１－２

３－ 昭５ １ 工事中

９ 松 本 墨
江東橋４－２
毛利２－

１－ 昭４

菊 柳 墨１
菊川３－
江東橋５－

１－ 平 ４

大横川

南 辻󠄀󠄀 墨
立川４－
江東橋５－

３－ 昭６ ５ 架替実施中

清 平 墨
亀沢４－
太平１－１

１－ 平 ３

紅 葉 墨
石原４－
横川１－１

３－ 昭５ ６

横 川 墨
本所４－８
横川１－

３－ 昭３ １

旅 所 墨５
江東橋４－３
亀戸１－４

３－ 昭 ６

横 十

間 川

錦 糸 墨
錦糸４－
亀戸２－２

３－ 昭 ３

栗 原 墨
横川５－６
亀戸３－

１－ 平８ ６

神 明 墨
業平５－１
亀戸３－

３－ 昭 ９

小 梅 墨
吾妻橋３－
向島１－

－ 令２ ４

北 十
間 川

東 武 墨
業平１－
押上１－１

１－ 昭 ３

西 十 間 墨
業平４－
押上１－

１－ 平元 ７

十 間 墨
業平５－
文花１－１

１－ 昭 ３

境 墨
文花１－ １
亀戸３－

１－
３－
１－

昭
昭
平 ３

平 井 墨
立花３－
平井６－

１－
２－

昭 ５

旧中川

中 平 井 墨
立花５－
平井７－４

３－ 平 ３

二 之 都
千歳３－
緑１－１

１－ 平

竪 川三 之 都
立川３－
緑４－１

３－ 昭 ３

四 之 都
毛利１－２１
江東橋４－１

３－ 昭
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Ⅸ ：区内橋梁現況表（本冊 ）

（令和６年１月１日現在）

番号 橋 名 路線名 位 置 橋 長
有 効

幅 員
橋 面 積 橋種型式 架 設 年 次 現 況 河川別

１ 一 之 墨
千歳１－３

両国２－１
３－ 昭

竪 川

２ 塩 原 墨江
千歳１－９
両国３－１

３－ 昭 ３

３ 千 歳 墨
千歳２－
両国４－１

１－ 昭

４ 西 竪 川 墨
立川１－
緑２－１

３－ 昭４

５ 竪 川 墨
立川２－
緑２－２

３－ 昭 ３ 荷重制限 ｔ

６ 新 竪 川 墨
立川２－
緑３－１

３－ 昭４

７ 菊 花 墨
立川４－
緑４－２

４－ 昭 ３

８ 新 辻󠄀󠄀 墨
江東橋５－
江東橋１－２

３－ 昭５ １ 工事中

９ 松 本 墨
江東橋４－２
毛利２－

１－ 昭４

菊 柳 墨１
菊川３－
江東橋５－

１－ 平 ４

大横川

南 辻󠄀󠄀 墨
立川４－
江東橋５－

３－ 昭６ ５ 架替実施中

清 平 墨
亀沢４－
太平１－１

１－ 平 ３

紅 葉 墨
石原４－
横川１－１

３－ 昭５ ６

横 川 墨
本所４－８
横川１－

３－ 昭３ １

旅 所 墨５
江東橋４－３
亀戸１－４

３－ 昭 ６

横 十

間 川

錦 糸 墨
錦糸４－
亀戸２－２

３－ 昭 ３

栗 原 墨
横川５－６
亀戸３－

１－ 平８ ６

神 明 墨
業平５－１
亀戸３－

３－ 昭 ９

小 梅 墨
吾妻橋３－
向島１－

－ 令２ ４

北 十
間 川

東 武 墨
業平１－
押上１－１

１－ 昭 ３

西 十 間 墨
業平４－
押上１－

１－ 平元 ７

十 間 墨
業平５－
文花１－１

１－ 昭 ３

境 墨
文花１－ １
亀戸３－

１－
３－
１－

昭
昭
平 ３

平 井 墨
立花３－
平井６－

１－
２－

昭 ５

旧中川

中 平 井 墨
立花５－
平井７－４

３－ 平 ３

二 之 都
千歳３－
緑１－１

１－ 平

竪 川三 之 都
立川３－
緑４－１

３－ 昭 ３

四 之 都
毛利１－２１
江東橋４－１

３－ 昭
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番号 橋 名 路線名 位 置 橋 長
有 効

幅 員
橋 面 積 橋種型式 架 設 年 次 現 況 河川別

菊 川 都
菊川３－

江東橋５－２
３－ 昭 ３ 大横川

法 恩 寺 都
石原４－

太平１－

１－

２－
昭

大横川

業 平 都
東駒形４－

業平１－
３－ 昭５ ８

天 神 都
太平４－４

亀戸３－１
１－ 昭 ２

横 十

間 川
柳 島 都

業平５－７

亀戸３－
３－ 平元 ３

枕 都
吾妻橋１－

向島１－２
１－ 昭３

北 十
間 川

源 森 都
吾妻橋２－

向島１－
１－ 平 ３

京 成 都
業平３－

押上１－
３－ 昭 ７

福 神 都
亀戸３－

立花１－１
１－ 昭 ９

小 原 都
亀戸 －

立花３－４
３－ 昭 ５ 架替実施中

新 小 原 都
亀戸 －

立花３－４
１－ 昭 ３

蔵 前 都
蔵前２－３

横網２－６
３－ 昭２

隅田川

厩 都
蔵前２－

本所１－
３－ 昭４ ９

駒 形 都
雷門２

東駒形１
３－ 昭２ ５

吾 妻 都
花川戸１

吾妻橋１－
３－ 昭６ ６

白 鬚 都
橋場２－１

堤通２－１
３－ 昭６ ６

水 神 大 橋 都
南千住８

堤通２
１－ 平元 ３

綾 瀬 都
堤通２－

千住曙町
１－ 昭 ３

旧 綾

瀬 川

木 根 川 都
八広６

東四つ木３
９－ 昭

荒 川

綾瀬川

ゆ り の き 都
東墨田３－２
平井７－６

３－ 平 ３ 旧中川

江 東 国
緑４－
江東橋１－９

１－ 平７ ７ 大横川

松 代 国
江東橋４－
亀戸３－１

１－ 昭 ３
横 十
間 川

両 国 国
両国１－
東日本橋

３－ 昭７

隅田川

言 問 国
向島１－３
浅草７－１

３－ 昭２ ９

四 ツ 木 国
墨田４－
四ツ木３－１

１－
－

昭 ７

荒 川

新 四 ツ 木 国
八広６－５
四つ木１

７－ 昭 ３

桜
向島２
今戸１

３－ 昭 ４ 公園橋 隅田川

お し な り
業平２－
押上１－７

１－ 平 ３ 公園橋
北 十
間 川

（注） 橋種型式 ……アーチ ……ボックス ……コンクリート ……ガーター

……プレストレスコンクリート ……ラーメン ……スティール

……トラス 数字は径間
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Ⅸ ：上水道本管配管図（本冊 ）
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Ⅸ ：上水道本管配管図（本冊 ）
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Ⅸ ：墨田区要配慮者避難支援プラン（本冊 ） 

第第１１章章 総総則則  
１１ 目目的的  

本プランは、要配慮者に関して、発災前の備え、発災時の避難行動（以下「避難行動」とい

う。）、避難後の生活（以下「避難生活」という。）などの各段階において、特に配慮を要する者

（以下「要配慮者」という。）を支援するために、「災害に関する自助の促進」及び「共助・公

助による支援体制構築」を推進することにより、要配慮者の避難行動及び避難生活の円滑化を

図ることを目的とする。 
 
２２ 要要配配慮慮者者  

要配慮者の「要因による種別」及び「必要な支援体制」は、次のとおりとする。 
（１）要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（要

配慮者１（避難行動要支援者）） 
ア 要因による種別（外国人を含む） 
・ 歳以上の一人暮らし及び 歳以上のみの世帯の者

・第１種身体障害者

・第１種知的障害者

・要介護 ・ ・ の者（施設入居者を除く。）

イ 必要な支援体制

外部支援の必要性が高いため、該当者名簿を防災関係機関等が共有し、事前に支援体制

を構築する。

（２）自力では避難行動及び避難生活ができない恐れがある者（要配慮者２） 
ア 要因による種別 
・乳幼児  
・精神障害者 
・一時的な行動支障を負っている妊産婦や疾病者 
・その他本人又はその保護責任者が、外部支援を必要と判断する者 

イ 必要な支援 
外部支援の必要性は比較的高いが、常時、支援を必要とする状態にはない可能性がある

ため、名簿の共有によらず、要配慮者又は保護責任者の申請があった場合は、事前に支援

体制を構築する。 
 

（３）日本語の理解が十分ではない外国人等（要配慮者３） 
ア 要因による種別 
・日本語の理解が十分ではない外国人等 

イ 必要な支援 
心身の状態による要配慮者ではないため、個々人の情報把握ではなく、外国語による事

前の防災思想啓発、災害時情報提供等の体制整備を図る。 
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３３ 避避難難支支援援等等関関係係者者  
要配慮者に対する避難支援等の実施に携わる避難支援等関係者（以下「支援者」という。）は、

次のとおりとする。 
（１）墨田区 
（２）本所警察署及び向島警察署（以下「警察署」という。） 
（３）本所消防署及び向島消防署（以下「消防署」という。） 
（４）本所消防団及び向島消防団（以下「消防団」という。） 
（５）墨田区社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」という。） 
（６）民生委員・児童委員（以下「民生委員」という。） 
（７）サポート隊等の要配慮者支援機能を有する住民防災組織（以下「住民防災組織」という。） 
（８）住民防災組織以外の、地域住民、周辺事業所従業者等のうち、災害現場において要配慮者

支援が可能な者（以下「臨時支援者」という。）

４４ 要要配配慮慮者者情情報報のの把把握握  
支援者は、支援活動の円滑化のため、次のとおり、平常時における要配慮者情報の把握に努

める。 
（１）墨田区 

ア 区が保有する個人情報の目的外利用により、要配慮者１（避難行動要支援者）に係る情

報を収集し、名簿（以下「避難行動要支援者名簿」）を作成する。また、要配慮者２及び要

配慮者３のうち、希望があった者に係る情報を名簿に掲載する。 
なお、名簿情報の更新については、原則年 1 回とし、避難行動要支援者名簿の提供は、

区が行う。 
イ 各支援者が作成する支援方針又は要配慮者個人に対する個別の避難支援計画（以下「個

別避難支援プラン」という。）に関する情報を収集する。 
 

（２）警察署、消防署、消防団及び民生委員、社会福祉協議会 
区から、避難行動要支援者名簿の提供を受けることにより、当該要配慮者の情報を把握す

る。 
また、平常時の業務において、要配慮者２・３を含む、要配慮者支援のための情報を把握

する。 
 

（３）住民防災組織 
要配慮者の自主的な申請に基づく「手上げ方式」及び民生委員が要配慮者からの同意を受

けた場合の「同意方式」により、要配慮者情報を把握する。 
 

（４）臨時支援者 
「手上げ方式」により、情報を把握する。 

 
５５ 要要配配慮慮者者情情報報のの取取扱扱いい  

支援者は、収集した要配慮者情報について、法令等を遵守して管理し、目的外利用・外部提

供は行わないものとする。 
ただし、次に揚げる場合は、この限りでない。 

 
（１）区による避難行動要支援者名簿の提供 

区は、避難行動要支援者名簿（表１）を、支援者のうち、法令による守秘義務を有し、か

つ、区長と「避難行動要支援者名簿の提供に関する協定」（資料１のとおり）を締結した者に

提供することができる。 
また、民生委員については、担当地域内の住民防災組織が要配慮者支援機能を有しない等

の理由により、当該名簿の受領を拒んだ場合には提供しない。 
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（７）サポート隊等の要配慮者支援機能を有する住民防災組織（以下「住民防災組織」という。） 
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（２）避難行動要支援者名簿の管理 
避難行動要支援者名簿を保持する支援者は、個人情報保護の観点から適正な情報管理を行

い、漏洩、紛失、改ざん、破損、その他の事故の防止に努める。 
 
（３）要配慮者の同意による情報開示 

支援者の平常時の活動において、要配慮者から、他の支援者への情報開示について同意を

得た場合は、当該要配慮者に係る情報を、開示を同意された他の支援者に開示することがで

きる。 
 
（４）緊急やむを得ないときの情報開示 

災害時において、要配慮者の情報を目的外利用又は外部提供することが災害対策基本法第

４９条の１３に規定する正当な理由に該当すると認められる場合には、避難行動要支援者名

簿を所有する支援者は、当該避難行動要支援者名簿に係る情報を、支援活動が可能な他の支

援者に開示することができる。 
 

表１ 避難行動要支援者名簿 

番

号 住所 氏名 カナ氏名 性別 生年月日 電話番号 

1 吾妻橋 1-23-20 防災マンション 101 本所 太郎 ﾎﾝｼﾞｮ ﾀﾛｳ 男 S.○○.○○  
2 吾妻橋 1-23-20-201 向島 花子 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾊﾅｺ 女 S.○○.○○  
3 吾妻橋 1-23-20-202 墨田 華子 ｽﾐﾀﾞ ﾊﾅｺ 女 S.○○.○○  

 
要因 

個別 
プラン 

要配慮者

２・３の 
要因 

同意拒否 要配慮者１ 
要配慮者 
２・３ 高齢 身体 

知的 介護 
肢体 視覚 聴覚 内部 

○    ○  ○  ○   
     ○     ＊ 

       ○  妊産婦  
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第第２２章章 支支援援  
１１ 支支援援のの基基本本方方針針  

要配慮者に対する支援は、「平常時」「災害発生時」「避難生活期」に区分し、次により実施す

る。 
なお、各区分における支援者ごとの役割は、下記２～４のとおりとする。 
※ 資料２「要配慮者支援に関する各支援者の主な活動」参照 
ただし、要配慮者３に対する支援については、下記５のとおりとする。 

（１）平常時 
ア 要配慮者情報の把握及び支援体制の構築を図る。 
イ 要配慮者による災害に関する自助の支援を行う。 
 

（２）災害発生時 
ア 要配慮者の避難行動を支援する。 
イ 要配慮者の救出救助を行う。 
 

（３）避難生活期 
ア 要配慮者の避難生活に係る支援及び救護活動を行う。 
 

２２ 平平常常時時のの支支援援  
各支援者が平常時に実施する要配慮者支援に関する活動内容は、おおむね次のとおりとし、

各支援者がそれぞれの計画に沿って活動する。 
（１）墨田区 

ア 避難行動要支援者名簿の作成及び他の支援者への提供 
イ 各支援者の支援方針及び個別避難支援プランの作成状況の把握 
ウ 要配慮者による自助の促進支援 
エ 住民防災組織に対する体制整備等の促進支援 
オ 要配慮者支援体制に関する総合調整 
 

（２）警察署 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（３）消防署 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 同意方式による個別支援情報の把握 
エ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（４）消防団 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 同意方式による個別支援情報の把握 
エ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（５）社会福祉協議会 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 要配慮者による自助の促進支援 
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要配慮者に対する支援は、「平常時」「災害発生時」「避難生活期」に区分し、次により実施す

る。 
なお、各区分における支援者ごとの役割は、下記２～４のとおりとする。 
※ 資料２「要配慮者支援に関する各支援者の主な活動」参照 
ただし、要配慮者３に対する支援については、下記５のとおりとする。 

（１）平常時 
ア 要配慮者情報の把握及び支援体制の構築を図る。 
イ 要配慮者による災害に関する自助の支援を行う。 
 

（２）災害発生時 
ア 要配慮者の避難行動を支援する。 
イ 要配慮者の救出救助を行う。 
 

（３）避難生活期 
ア 要配慮者の避難生活に係る支援及び救護活動を行う。 
 

２２ 平平常常時時のの支支援援  
各支援者が平常時に実施する要配慮者支援に関する活動内容は、おおむね次のとおりとし、

各支援者がそれぞれの計画に沿って活動する。 
（１）墨田区 

ア 避難行動要支援者名簿の作成及び他の支援者への提供 
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（２）警察署 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（３）消防署 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 同意方式による個別支援情報の把握 
エ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（４）消防団 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
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エ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（５）社会福祉協議会 
ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 要配慮者による自助の促進支援 
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（６）民生委員 

ア 通常業務における要配慮者情報の把握 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他の方法により把握した情報に基づく支援方針の策定 
ウ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
エ 要配慮者による住民防災組織への支援要請促進及び同意の取り付け 
 

（７）住民防災組織 
ア 手上げ方式及び同意方式による要配慮者情報の把握 
イ 把握した情報に基づく個別避難支援プランの作成 
※ 個別避難支援プランについては、資料３を基に、住民防災組織が独自に定める。 

ウ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

（８）臨時支援者 
ア 地域コミュニティによる要配慮者情報の把握 
イ 要配慮者による災害に関する自助の促進支援 
 

３３ 災災害害時時のの支支援援  
各支援者が災害時に実施する要配慮者支援に関する活動内容は、おおむね次のとおりとし、

各支援者がそれぞれの計画に沿って、安全の確保に十分に配慮し、支援活動する。 
なお、「災害時」には、「災害が発生するおそれがある場合」を含むものとする。 

（１）墨田区 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 避難所及び福祉避難所の開設及び開設要請 
ウ 避難場所等における要配慮者救護 
エ 支援物資の搬送 
オ 円滑な避難のために必要な通知又は警告の発令及びその情報伝達の配慮 
カ 各支援者による支援活動の総合調整 
 

（２）警察署 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 支援方針に基づく避難誘導・救出救助 
 

（３）消防署 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 支援方針に基づく避難誘導・救出救助 
 

（４）消防団 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 支援方針に基づく避難誘導・救出救助 
 

（５）社会福祉協議会 
行方不明等、要配慮者情報の他支援者への伝達及び支援要請 

 
（６）民生委員 

ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 一時集合場所等における要配慮者の避難状況の確認 
ウ 行方不明等、要配慮者情報の他支援者への伝達及び支援要請 

 

383



震災編（予防・応急・復旧対策） 第１０章 避難者対策

【予防対策】第１節 避難体制 
 

384 

 
（７）住民防災組織 

ア 個別避難支援プランに基づく情報伝達・避難誘導 
イ 民生委員・児童委員等からの支援要請に基づく避難誘導・救出救助 
ウ 一時集合場所等における要配慮者の避難状況の確認・集約 
エ 一時集合場所等における要配慮者の救護 
オ 支援物資の提供、後方搬送等の要請 
 

（８）臨時支援者 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 各支援者からの要請に基づく避難誘導・救出救助 
ウ 一時集合場所等における要配慮者の救護 

 
４４ 避避難難生生活活期期のの支支援援  

各支援者が避難生活期に実施する要配慮者支援に関する活動内容は、おおむね次のとおりと

し、各支援者がそれぞれの計画に沿って活動する。 
（１）墨田区 

ア 要配慮者救護所の開設 
イ 要配慮者救護所等における救護活動 
ウ 福祉避難所の開設及び開設要請 
エ 支援物資の輸送 
オ 災害時後方医療施設等への搬送及び搬送要請 
カ 各支援者による要配慮者支援の総合調整 
 
 

（２）警察署 
ア 避難所周辺等の警備 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく行方不明者の捜索 
ウ 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく死体の検分 
 

（３）消防署 
ア 災害時後方医療施設等への搬送 
 

（４）消防団 
ア 要配慮者救護所等における救護活動 
イ 災害時後方医療施設等への搬送支援 
 

（５）社会福祉協議会 
ア 避難所・福祉避難所でのニーズ把握及びボランティア派遣 
イ 小地域福祉活動委員・ふれあいサロン活動者による見守り・声かけ活動 
ウ 避難所や仮設住宅でのふれあいサロンの設置 
 

（６）民生委員 
ア 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく安否確認 
イ 行方不明者の捜索要請 
ウ 要配慮者救護所等における要配慮者支援方法のコーディネート 
 

（７）住民防災組織 
ア 要配慮者の生活状況の把握 
イ 要配慮者救護所等における救護活動 
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（７）住民防災組織 
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（８）臨時支援者 
ア 支援者及び要配慮者への情報提供 
イ 各支援者からの要請に基づく避難誘導・救出救助 
ウ 一時集合場所等における要配慮者の救護 

 
４４ 避避難難生生活活期期のの支支援援  

各支援者が避難生活期に実施する要配慮者支援に関する活動内容は、おおむね次のとおりと

し、各支援者がそれぞれの計画に沿って活動する。 
（１）墨田区 

ア 要配慮者救護所の開設 
イ 要配慮者救護所等における救護活動 
ウ 福祉避難所の開設及び開設要請 
エ 支援物資の輸送 
オ 災害時後方医療施設等への搬送及び搬送要請 
カ 各支援者による要配慮者支援の総合調整 
 
 

（２）警察署 
ア 避難所周辺等の警備 
イ 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく行方不明者の捜索 
ウ 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく死体の検分 
 

（３）消防署 
ア 災害時後方医療施設等への搬送 
 

（４）消防団 
ア 要配慮者救護所等における救護活動 
イ 災害時後方医療施設等への搬送支援 
 

（５）社会福祉協議会 
ア 避難所・福祉避難所でのニーズ把握及びボランティア派遣 
イ 小地域福祉活動委員・ふれあいサロン活動者による見守り・声かけ活動 
ウ 避難所や仮設住宅でのふれあいサロンの設置 
 

（６）民生委員 
ア 避難行動要支援者名簿及びその他事前把握情報に基づく安否確認 
イ 行方不明者の捜索要請 
ウ 要配慮者救護所等における要配慮者支援方法のコーディネート 
 

（７）住民防災組織 
ア 要配慮者の生活状況の把握 
イ 要配慮者救護所等における救護活動 
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ウ 支援物資の提供、後方搬送等の支援要請 
 

（８）臨時支援者 
ア 要配慮者救護所等における救護活動 

  
５５ 要要配配慮慮者者３３にに対対すするる支支援援  

要配慮者３に対する支援は、情報提供を中心に、次のとおり、支援体制を整備する。 
（１）外国語による防災思想啓発の実施 
（２）情報網の整備 
（３）通訳ボランティアとの連携 
（４）避難場所等における外国語表示の実施 
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第第３３章章 資資料料

（資料１）

避難行動要支援者名簿の提供に関する協定

墨田区（以下「甲」という。）と支援機関（者）名（以下「乙」という。）とは、避難行動要支

援者に関する個人情報を記載した名簿（以下「名簿」という。）の取扱いに関して、次のとおり協

定を締結する。

（名簿の提供）

第１条 甲は、墨田区要配慮者避難支援プランに基づく避難行動要支援者対策を進めるため、名

簿を作成して、乙に提供するものとする。

（名簿の使用）

第２条 乙は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に掲げる災害又は避

難行動要支援者の生命に関する危険を伴う事故・火災が発生した場合、又は発生するおそれが

ある場合の緊急対策及びその準備行為を行う場合に限り、名簿を使用するものとする。

２ 前項の緊急対策は、次に掲げる行為をいう。

避難行動要支援者の安否確認を行うこと。

避難行動要支援者の避難支援を行うこと。

避難行動要支援者の救出及び救助を行うこと。

前３号に掲げるもののほか避難行動要支援者の生命に対する危険を避けるための緊急や

むを得ない行為に関すること。

３ 第１項の準備行為は、次に掲げる行為をいう。

避難行動要支援者の支援に関する方針（以下「支援方針」という。）の策定及び避難行動

要支援者個人に関する個別の支援計画（以下「個別避難支援プラン」という。）の策定に関

すること。

避難行動要支援者への防災準備行為の促進に関すること。

前２号に掲げるもののほか避難行動要支援者対策のための必要な準備に関すること。

（第三者提供の禁止）

第３条 乙は、名簿を第三者に提供しないものとする。ただし、避難行動要支援者本人の同意が

ある場合又は災害対策基本法第４９条の１３に規定する正当な理由に該当すると認められる場

合は、この限りでない。

（情報管理）

第４条 乙は、甲から提供された名簿に係る情報管理に万全の注意を払うものとする。

２ 乙（民生委員である場合を除く。）は、前項の情報管理のため、情報管理者を定めるものとす

る。

（支援方針及び支援計画）

第５条 乙は、支援方針を策定するものとする。

２ 乙は、支援方針に定めるもののほか、個々の避難行動要支援者の同意を受けて、個別避難支

援プランを作成することができるものとする。

（報告義務）

第６条 乙は、情報管理者及び支援方針について、避難行動要支援者名簿の情報管理に関する報

告書（様式１）により甲に報告するものとする。
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第第３３章章 資資料料

（資料１）

避難行動要支援者名簿の提供に関する協定

墨田区（以下「甲」という。）と支援機関（者）名（以下「乙」という。）とは、避難行動要支

援者に関する個人情報を記載した名簿（以下「名簿」という。）の取扱いに関して、次のとおり協

定を締結する。

（名簿の提供）

第１条 甲は、墨田区要配慮者避難支援プランに基づく避難行動要支援者対策を進めるため、名

簿を作成して、乙に提供するものとする。

（名簿の使用）

第２条 乙は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に掲げる災害又は避

難行動要支援者の生命に関する危険を伴う事故・火災が発生した場合、又は発生するおそれが

ある場合の緊急対策及びその準備行為を行う場合に限り、名簿を使用するものとする。

２ 前項の緊急対策は、次に掲げる行為をいう。

避難行動要支援者の安否確認を行うこと。

避難行動要支援者の避難支援を行うこと。

避難行動要支援者の救出及び救助を行うこと。

前３号に掲げるもののほか避難行動要支援者の生命に対する危険を避けるための緊急や

むを得ない行為に関すること。

３ 第１項の準備行為は、次に掲げる行為をいう。

避難行動要支援者の支援に関する方針（以下「支援方針」という。）の策定及び避難行動

要支援者個人に関する個別の支援計画（以下「個別避難支援プラン」という。）の策定に関

すること。

避難行動要支援者への防災準備行為の促進に関すること。

前２号に掲げるもののほか避難行動要支援者対策のための必要な準備に関すること。

（第三者提供の禁止）

第３条 乙は、名簿を第三者に提供しないものとする。ただし、避難行動要支援者本人の同意が

ある場合又は災害対策基本法第４９条の１３に規定する正当な理由に該当すると認められる場

合は、この限りでない。

（情報管理）

第４条 乙は、甲から提供された名簿に係る情報管理に万全の注意を払うものとする。

２ 乙（民生委員である場合を除く。）は、前項の情報管理のため、情報管理者を定めるものとす

る。

（支援方針及び支援計画）

第５条 乙は、支援方針を策定するものとする。

２ 乙は、支援方針に定めるもののほか、個々の避難行動要支援者の同意を受けて、個別避難支

援プランを作成することができるものとする。

（報告義務）

第６条 乙は、情報管理者及び支援方針について、避難行動要支援者名簿の情報管理に関する報

告書（様式１）により甲に報告するものとする。
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２ 乙は、個別避難支援プランを策定した場合は、対象避難行動要支援者及び要配慮者の同意を

得て、策定状況について、要配慮者個別避難支援プラン策定に関する報告書（様式２）により

甲に報告するものとする。

３ 前２項の規定による報告は、名簿を更新し、又は報告内容に変更があったときに行うものと

する。

（名簿の返却）

第７条 乙は、甲から新たに名簿の提供を受けたとき、民生委員･児童委員を退任したとき、又は

甲から名簿の返却要請があったときは、既に受領している名簿を返却するものとする。

（法令の遵守）

第８条 甲及び乙は、この協定に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）、墨田区避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例（令和５年墨田区条

例第６号）、墨田区避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例施行規則（令和５年墨田

区規則第３０号）その他関係法令を遵守するものとする。

（協定期間及び更新） 
第９条 この協定の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに甲、乙いずれからも何らの申出がないときは、更に１年間延

長するものとし、以後も同様とする。 
（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定するものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す

る。 
 

年 月 日 
 

甲 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号  
墨田区  
代表者 墨田区長 ○○ ○○ ㊞  

 
乙 墨田区○○  

○○ ○○ ㊞  
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様式１ 
 
墨田区長 あて 

 
○○ ○○ 

 
避難行動要支援者名簿の情報管理に関する報告書 

 
避難行動要支援者名簿の提供に関する協定第６条第１項の

規定に基づき、情報管理者及び支援方針について、下記のとお

り報告します。 
記 

１ 情報管理者 
○○ ○○課長 ○○ ○○ 

２ 支援方針 
（１）平常時 
（２）災害発生時 
（３）避難所生活期 

様式２ 
 

墨田区長 様 
 

○○ ○○ 
 

要配慮者個別支援プラン策定に関する報告書 
 

避難行動要支援者名簿の提供に関する協定第６条第２項の

規定に基づき、個別支援プランの策定について、下記のとおり

報告します。 
記 

１ 対象者 
墨田区〇〇1-1-1 〇〇〇〇ほか〇〇人 
別紙１のとおり（任意様式） 
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様式１ 
 

墨田区長 あて 
 

○○ ○○ 
 

避難行動要支援者名簿の情報管理に関する報告書 
 

避難行動要支援者名簿の提供に関する協定第６条第１項の

規定に基づき、情報管理者及び支援方針について、下記のとお

り報告します。 
記 

１ 情報管理者 
○○ ○○課長 ○○ ○○ 

２ 支援方針 
（１）平常時 
（２）災害発生時 
（３）避難所生活期 

様式２ 
 

墨田区長 様 
 

○○ ○○ 
 

要配慮者個別支援プラン策定に関する報告書 
 

避難行動要支援者名簿の提供に関する協定第６条第２項の

規定に基づき、個別支援プランの策定について、下記のとおり

報告します。 
記 

１ 対象者 
墨田区〇〇1-1-1 〇〇〇〇ほか〇〇人 
別紙１のとおり（任意様式） 
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（資料２） 
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（資料３） 
―

（表） 作成者： 作成年月日： 平成 年 月 日

普通にできる 少し耳が遠い ほとんど聞こえない

筆談が必要である 筆談ができない

一人で歩ける 杖・シルバーカーを使う 体を支えれば歩ける

車椅子が必要である 担架が必要である

一人で食べることができる 一部に介助を必要とする 全般的に介助が必要である

ものが詰まりやすい 刻み・とろみ食が必要である

一人でできる 一部に介助を必要とする 全般的に介助が必要である

オムツを使用している

アレルギー （ ）

常備薬

家　族
・

介護
者

緊急時の連絡先

電話：
メールアドレス：
電話：
メールアドレス：

②氏名

避難支援者
情報

避
難
支
援 最寄の予定施設

要配慮者個別避難支援プラン

氏　　名 男 女 高 障 介

住　　所 墨田区 電話

性別 区分 他

本
人
の
状
態

会話

歩行

食事

排尿
排便

そ  の
他

主治医・かかりつけ医

無　・　有

状
況

①氏名

避難時の不
可欠品

特記事項

（普段いる部屋、寝室の位置）（不在の時の目印、避難済みの目印）など

一時集合場所

避難所

避難場所

避難先
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（資料３） 
―

（表） 作成者： 作成年月日： 平成 年 月 日

普通にできる 少し耳が遠い ほとんど聞こえない

筆談が必要である 筆談ができない

一人で歩ける 杖・シルバーカーを使う 体を支えれば歩ける

車椅子が必要である 担架が必要である

一人で食べることができる 一部に介助を必要とする 全般的に介助が必要である

ものが詰まりやすい 刻み・とろみ食が必要である

一人でできる 一部に介助を必要とする 全般的に介助が必要である

オムツを使用している

アレルギー （ ）

常備薬

家　族
・

介護
者

緊急時の連絡先

電話：
メールアドレス：
電話：
メールアドレス：

②氏名

避難支援者
情報

避
難
支
援 最寄の予定施設

要配慮者個別避難支援プラン

氏　　名 男 女 高 障 介

住　　所 墨田区 電話

性別 区分 他

本
人
の
状
態

会話

歩行

食事

排尿
排便

そ  の
他

主治医・かかりつけ医

無　・　有

状
況

①氏名

避難時の不
可欠品

特記事項

（普段いる部屋、寝室の位置）（不在の時の目印、避難済みの目印）など

一時集合場所

避難所

避難場所

避難先
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（裏） 

 
フリガナ  

氏名 
（団体名及び代表者） 

 

避難支援者情報

① 

住所  

連絡先 

 

 

 

電話番号１： 

電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

 

 

避難支援者情報

② 

 

フリガナ  

氏名 
（団体名及び代表者） 

 

住所  

連絡先 電話番号１： 

電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

避難場所等情報 ※位置・経路・移動するまでの注意すべき事項など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 案内図等の支援に関して必要な情報を適宜記載 
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Ⅸ ：高水敷ゾーニング〔墨田区〕（本冊 ）
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Ⅸ ：高水敷ゾーニング〔墨田区〕（本冊 ）
 

震災編（東海地震事前対策） 第５章 警戒宣言時の応急活動体制

第４節 第２項 交通対策
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Ⅸ ：警戒宣言時における交通規制図（本冊 ）
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